
- 1 - 

「日常生活」及び「主たる勤務実態」の判断基準 

公益財団法人日本スポーツ協会 

 

1．「居住地を示す現住所」における「日常生活」について 

「日常生活」の認定については、次により判断する。 

（1） 原則として、当該大会開催年 4 月 30 日以前から大会終了時（冬季大会は当該

大会開催前年の 4 月 30 日以前から 10 月 31 日）まで（以下「対象期間」という。）

の総日数の半数を超えて、住民票記載の住所に存する都道府県において生活して

いる実態があること。なお、対象期間中に住民票を異なる都道府県に移動した場

合、「居住地を示す現住所」とはならない。 

ただし、次に定める各日数は対象期間の総日数から控除する。 

① 各種競技大会に参加していた日数※1 

② 中央競技団体から義務づけられた合宿その他の活動に参加していた日数※2 

③ 少年種別年齢域で、「学校教育法」第1条に規定する学校に在籍する選手につ

いては、長期休業（夏季等）の日数 

（2）例外として、上記(1)に該当しない場合であっても、以下のような諸事情を総

合的に勘案して、住民票記載の住所において、対象期間の半数を超えて生活して

いることと同等の生活実態があると本会が判断した場合、「日常生活」と認める。 

① 自ら所有する住居が存し、又は自らの名義で住居を賃借していること 

② 当該住居に生計を一にする家族と共に住んでいること 

③ 当該住居の水道光熱費など費用を自ら負担していること 

④ 当該住居に主要な家財道具が存すること 

 

2．「勤務地」における「主たる勤務実態」について 

「主たる勤務実態」の認定については、次により判断する。 

（1）原則として、対象期間中の総日数から、対象期間中1週当たり労働義務の

ない日とみなす2日及び対象期間中の国民の祝日に関する法律による休日を控

除し、残った日数（以下「総労働日数」という。）の半数を超えて、当該都道

府県内に存する雇用主の会社や事業所等に現実に通勤し、勤務している実態が

あること。 

なお、当該都道府県内に存する雇用主の会社や事業所等へ現実に通勤している

者が、会社の命により、テレワーク勤務等を行う場合、その勤務日についても

総労働日数に含むものとする。 

ただし、次に定める各日数は、総労働日数から控除する。 

① 各種競技大会に参加していた日数※1 

② 中央競技団体から義務付けられた合宿その他の活動に参加していた日数※2 

（2）例外として、上記(1)に該当しない場合であっても、現実に通勤し、勤務して

いる会社や事業所等の存する都道府県内において、「日常生活」が認められ、か

つ、以下の①、②のいずれも満たす日数について現実に通勤し、勤務している実
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態があること。 

① 対象期間の総労働日数から上記(1)①②を控除した日数のうち、4分の1を超え

た日数 

② 夏季休暇など雇用契約上労働義務を負わない日を対象期間の総労働日数から

控除し、残った日数の半数を超えた日数（ただし、夏季休暇など雇用契約上労

働義務を負わない日として控除する日数は、勤務形態等を勘案し、合理的な範

囲の日数※3に限る。） 
 

※1 「各種競技大会に参加していた日数」について 

「各種競技大会」とは、IFまたはNFが主催、主管、または認定する国際または全

国レベルの公式・公認大会をいう（記録会等は除く）。 

なお、各種競技大会に参加するために係る移動日数については、当該大会の前後1

日ずつ（計2日）を上限として、「各種競技大会に参加していた日数」として控除日

数の対象と認める。 

ただし、当該活動により海外へ移動する場合については、別途公益財団法人日本ス

ポーツ協会が合理的な範囲で移動日数を加算して認めることがある。 
 

【例示：控除となる移動日について】 

以下、図示した内容のうち、網掛け箇所が控除対象日 

所属都道府県外 

所属 

都道府県 
移動日 

大会 

前々日 

大会 

前日 
大会期間 

大会 

翌日 

大会 

翌々日 
移動日 

所属 

都道府県 

※ 大会に参加するための移動に係る前後1日（計2日）を控除対象として認める。 

 

所属都道府県外 

所属 

都道府県 
移動日 練習等 

大会期間 

（A大会） 
移動日 

大会期間 

（B大会） 
練習等 移動日 

所属 

都道府県 

 ※ 所属都道府県を起点として、所属都道府県外への発着に伴う移動日数のみを控除

対象として認める。 

 

※2 「中央競技団体から義務付けられた合宿その他の活動に参加していた日数」につ

いて 

「中央競技団体から義務付けられた合宿その他の活動」とは、NFが招集し実施す

る日本代表選手（候補を含む）としての活動をいい、日本代表合宿・遠征・大会参

加や、メディカルチェック、イベントへの参加も含む。 

なお、中央競技団体から義務付けられた合宿その他の活動に参加するために係る移

動日数については、上記※1と同様の範囲で控除日数の対象と認める。 

 

※3 「合理的な範囲の日数」について 

「合理的な範囲」の認定については、個別の事情を勘案し、公益財団法人日本スポ

ーツ協会国民体育大会委員会で審議する。該当する事例が発生した場合には、所属

の都道府県体育協会を通じて、公益財団法人日本スポーツ協会へ確認すること。 



- 3 - 

 

【Q&A事例】 

Q.1 住居を複数有している場合はどうなるか？ 

A.1 過半を超える住居は1つになるはずです。 

なお、競技会参加や日本代表の合宿等の日数を控除しても、対象期間の過半を

超えない場合は、必ず公益財団法人日本スポーツ協会へお問い合わせの上、ご確

認ください。 

 

 

Q.2 勤務実態において、アルバイトは認められるのか？ 

A.2 「勤務地」の要件を満たす際の前提としては、フルタイム（週40時間程度勤務）

の職業を意図しております。しかし、近年における雇用形態の多様化（派遣会社

員、非常勤講師、業務内容が競技活動を行うこと、等）もあるため、前述の条件

と同等と考えられる雇用・勤務形態の場合は、公益財団法人日本スポーツ協会へ

お問い合わせの上、ご確認ください。 

なお、学生の短時間・期間のアルバイト等は勤務として認められません。 
 

Q.3 「各種競技大会」あるいは「中央競技団体から義務づけられた合宿その他の活動」

には、任意に行われる競技会や地域（都道府県）レベルの交流試合・合宿・遠征

等は含まれるのか？ 

A.3 IFやNFと関連のない大会や活動は含まれません。また、同様に、選手の所属企業・

団体等からの業務命令による出張・遠征等も認められません。 

この控除の趣旨は、選手の意思とは別にNFからの指示によって、半強制・義

務的に都道府県外で活動することはやむをえず、なおかつ、控除対象として明確

に定義・区分することができるとの理由からです。ご質問の内容は、この趣旨に

含まれておりません。 

 

 

＜附則＞ 

平成２３年２月２４日 制定 

平成２３年４月 １日 一部改定 

平成２３年６月２３日 一部改定 

平成２６年３月１３日 一部改定 

平成３０年４月 １日 一部改定 

平成３０年８月３０日 一部改定 

令和元年８月２９日  一部改定 

令和２年９月１０日  一部改定 

 




